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汚
染
土
壌
処
理
業
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
条
文

○

汚
染
土
壌
処
理
業
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
一
年
環
境
省
令
第
十
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
汚
染
土
壌
処
理
業
の
許
可
の
申
請
）

（
汚
染
土
壌
処
理
業
の
許
可
の
申
請
）

第
二
条

法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
の
様
式

第
二
条

法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
の
様
式

は
、
様
式
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

は
、
様
式
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

２

申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
十
九

（
略
）

一
～
十
九

（
略
）

二
十

浄
化
等
処
理
施
設
又
は
セ
メ
ン
ト
製
造
施
設
に
あ
っ
て
は
、
汚
染
土
壌
の
処

二
十

浄
化
等
処
理
施
設
又
は
セ
メ
ン
ト
製
造
施
設
に
あ
っ
て
は
、
汚
染
土
壌
の
処

理
に
伴
っ
て
生
じ
、
排
出
口
（
こ
れ
ら
の
施
設
に
お
い
て
生
ず
る
第
四
条
第
一
号

理
に
伴
っ
て
生
じ
、
排
出
口
（
こ
れ
ら
の
施
設
に
お
い
て
生
ず
る
第
四
条
第
一
号

ヌ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
物
質
、
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政

ヌ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
物
質
、
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政

(1)

(6)

(1)

(6)

令
第
三
百
三
十
六
号
。
次
条
第
二
号
及
び
第
五
条
第
十
六
号
ロ
に
お
い
て
「
令
」

令
第
三
百
三
十
六
号
。
次
条
第
二
号
及
び
第
五
条
第
十
六
号
ロ
に
お
い
て
「
令
」

と
い
う
。
）
第
一
条
第
十
三
号
に
掲
げ
る
物
質
及
び
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
（
ダ
イ
オ

と
い
う
。
）
第
一
条
第
七
号
、
第
十
一
号
、
第
十
二
号
、
第
十
四
号
、
第
十
八
号

キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に

、
第
二
十
二
号
及
び
第
二
十
四
号
に
掲
げ
る
物
質
並
び
に
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
（
ダ

規
定
す
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
い
う
。
第
四
条
第
二
号
ロ

及
び
第
五
条
第
十

イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
一

(2)
(ﾊ)

六
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
以
下
「
大
気
有
害
物
質
」
と
い
う
。
）
を
大
気
中

項
に
規
定
す
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
い
う
。
第
四
条
第
二
号
ロ

及
び
第
五
条

(2)
(ﾊ)

に
排
出
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
煙
突
そ
の
他
の
施
設
の
開
口
部
を
い
う
。
以
下

第
十
六
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
以
下
「
大
気
有
害
物
質
」
と
い
う
。
）
を
大

同
じ
。
）
か
ら
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
大
気
有
害
物
質
の
排
出
方
法
及
び
処
理
方

気
中
に
排
出
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
煙
突
そ
の
他
の
施
設
の
開
口
部
を
い
う
。

法
並
び
に
大
気
有
害
物
質
の
量
の
測
定
方
法
を
記
載
し
た
書
類

以
下
同
じ
。
）
か
ら
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
大
気
有
害
物
質
の
排
出
方
法
及
び
処

理
方
法
並
び
に
大
気
有
害
物
質
の
量
の
測
定
方
法
を
記
載
し
た
書
類

二
十
一
・
二
十
二

（
略
）

二
十
一
・
二
十
二

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
汚
染
土
壌
の
処
理
に
関
す
る
基
準
）

（
汚
染
土
壌
の
処
理
に
関
す
る
基
準
）



2

第
五
条

法
第
二
十
二
条
第
六
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す

第
五
条

法
第
二
十
二
条
第
六
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

る
。

一
～
十
五

（
略
）

一
～
十
五

（
略
）

十
六

浄
化
等
処
理
施
設
又
は
セ
メ
ン
ト
製
造
施
設
か
ら
の
大
気
中
へ
の
大
気
有
害

十
六

浄
化
等
処
理
施
設
又
は
セ
メ
ン
ト
製
造
施
設
か
ら
の
大
気
中
へ
の
大
気
有
害

物
質
の
排
出
に
つ
い
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

物
質
の
排
出
に
つ
い
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

排
出
口
に
お
け
る
前
条
第
一
号
ヌ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
大
気
有
害
物
質

ロ

排
出
口
に
お
け
る
前
条
第
一
号
ヌ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
大
気
有
害
物
質

(1)

(6)

(1)

(6)

の
量
を
三
月
に
一
回
以
上
（
一
年
間
継
続
し
て
イ
の
規
定
に
従
っ
て
大
気
有
害

の
量
を
三
月
に
一
回
以
上
（
一
年
間
継
続
し
て
イ
の
規
定
に
従
っ
て
大
気
有
害

物
質
を
排
出
し
て
い
る
旨
の
都
道
府
県
知
事
の
確
認
を
受
け
た
と
き
は
、
一
年

物
質
を
排
出
し
て
い
る
旨
の
都
道
府
県
知
事
の
確
認
を
受
け
た
と
き
は
、
一
年

に
一
回
以
上
）
、
令
第
一
条
第
十
三
号
に
掲
げ
る
大
気
有
害
物
質
及
び
ダ
イ
オ

に
一
回
以
上
）
、
令
第
一
条
第
七
号
、
第
十
一
号
、
第
十
二
号
、
第
十
四
号
、

キ
シ
ン
類
（
汚
染
土
壌
の
処
理
に
伴
っ
て
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
生
ず
る
可
能
性

第
十
八
号
、
第
二
十
二
号
及
び
第
二
十
四
号
に
掲
げ
る
大
気
有
害
物
質
並
び
に

の
あ
る
施
設
か
ら
排
出
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
量
を
一
年
に
一
回
以
上
、

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
（
汚
染
土
壌
の
処
理
に
伴
っ
て
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
生
ず
る

同
号
ヌ
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
測
定
す
る
こ
と
。

可
能
性
の
あ
る
施
設
か
ら
排
出
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
量
を
一
年
に
一
回

以
上
、
同
号
ヌ
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
測
定
す
る
こ

と
。

十
七
～
二
十
三

（
略
）

十
七
～
二
十
三

（
略
）


